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巻頭言

技術は自ら普及しない

建設分野では、近年、ICT施工、BIM/CIM、
AIによる品質管理、ロボット施工、さらにはカー
ボンニュートラルを実現する革新的材料等、多く
の優れた技術が生み出されています。これらは、
我が国が抱える担い手不足、老朽化インフラへの
対応、気候変動対策といった構造的課題の解決に
寄与する、極めて重要なポテンシャルを秘めてい
ます。
しかしながら、どれほど優れた技術であっても

「自然と普及する」わけではありません。生み出
された技術が現場に届き、社会に定着するまでに
は、超えるべき壁があります。
一般に、ビジネスにおける技術開発や新規事業
には、「魔の川・死の谷・ダーウィンの海」の３
つの障壁が知られています。
建設現場の課題解決のために考えられた新技術
については、研究開発されたものが利用者のニー
ズに合致しないという「魔の川」には遭遇しないと
思われますが、一方、開発された技術を取り巻く環
境に問題があり、技術の普及を阻む場合があります。
＜開発された技術の普及を阻害するケースの例＞

①規制が技術の進展に追い付いていない現状
建設機械では遠隔運転・自律運転が現場で実

装されているが、労働安全衛生法令上の安全義
務などは、制定当時の技術である有人運転によ
る機械を想定したものである。
②入札契約における課題
総合評価落札方式における技術提案では、提案
内容の実施に要する費用も入札価格に含まれる

（受注者負担である）ため、従来型の工法に比
べコストがかかる新技術や発展的な工法が提案
しにくい。
③技術の妥当性や積算根拠等に対する不安
新技術の品質や耐久性に対する信頼性が不確
実、過去の施工実績が少ないため積算基準がな
くコスト比較が難しい、又は、新技術のコストが
従来工法に比べ高くなる場合、当初設計に組み
込むことについて発注担当者が不安を感じ、評
価が定まった技術・工法を採用する傾向がある。
このように、技術の普及を阻む要因は、それを
取り巻く環境・制度の側に潜んでいることが少な
くありません。したがって、新技術を真に社会実
装するためには、技術開発と並行して、入札契約
制度や基準の見直し、柔軟な発注方式の活用、そ
してリスクを適切に分担する仕組みづくりが不可
欠です。技術が “ 使われる場 ” を整えることは、技
術そのものを生み出すことと同じくらい重要です。
また、現場の課題から発想される創意工夫を後

押しし、挑戦に伴う負担を軽減するためにも、協調
領域を整えることも有益です。技術が生み出され
るだけでなく現場に根付き、建設産業全体が前へと
進める力となるよう、引き続き取り組んでいきます。
なお、上記①～③への対応について、関心のあ
る方は以下を参考にしていただければ幸いです。
①�国土交通省「建設機械施工の自動化・自律化
協議会」や厚生労働省「機械の無人運転にお
ける安全確保等に関する専門家検討会」にお
いて検討。
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②�令和６年６月に品確法が改正されたことを踏
まえ、国土交通省直轄工事において総合評価
落札方式（技術提案評価型SI型）を令和７年
度より試行。

③�NETIS（新技術情報提供システム）にAIを
活用した技術比較表作成機能を令和７年10月
に搭載。NETIS推奨・準推奨技術の基準類
（積算基準等）を令和８年３月に追加整備。

＜国土交通省技術基本計画＞

国土交通行政における技術開発等を含む技術政
策の基本的な指針である「国土交通省技術基本計
画」の次期計画について、社会資本整備審議会・
交通政策審議会技術分科会 技術部会において議
論が進められ、令和８年３月にとりまとめられま
した。その中では、将来の社会を支える技術力を
確かなものとするために、研究開発をどのように
強化するか、そして研究成果を社会実装へいかに
迅速につなげていくかが重要な論点となっていま
す。また、研究開発や社会実装を支える人材の育
成・確保の強化も求められています。
急速に変化する社会や地域のニーズに十分対応

し、将来を見据えた技術革新を継続的に生み出し
ていくためには、「イノベーション・エコシステ
ム」のもとで、研究開発、社会実装、人材育成の
取組を着実に進めていくことが必要です。
「イノベーション・エコシステム」とは、イン
フラを支える既存技術の発展や継承を基盤としつ
つ、新たな課題やニーズを捉え、優れた技術革新

を持続的に創出するための仕組みです。産学官の
連携を強化し、スタートアップなど異分野からの
参入を促しながら、多様な組織が協働して技術開
発を進めるとともに、基準・規制といったソフト
面も含めて技術の実装を後押しします。また、技
術開発を支える人材の育成・確保の施策を組み合
わせ、それぞれを連動させながら改善・発展させ
ていく包括的な枠組みです。
「イノベーション・エコシステム」を確立する
ことで、研究開発では、大学・スタートアップ・
企業等が結びつき、重点的に挑戦する分野を特定
するとともに、国の研究支援やデータ活用環境の
整備によって成果の質とスピードが高まります。
社会実装では、現場での試行、その結果を踏まえ
た基準・ルールの見直しや新技術を評価・導入し
やすくする仕組みが一体的に機能し、研究成果が
公共・民間の現場に届くまでの時間が短縮されま
す。人材育成では、研究と実装を橋渡しするマネ
ジメント人材の育成や産学官を越えて経験を積め
る環境の整備を通じて、女性、若手技術者や海外
の専門家を含む多様な人材が活躍し、知識と経験
が循環する持続的な基盤の形成が期待されます。
このように、多様な社会のニーズや課題に対し
て、技術革新を継続的に生み出し、それを迅速に
社会実装へつなげていくためには、産学官が連携
し、「イノベーション・エコシステム」を確立し
て取り組んでいくことが求められます。
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